
 

社会福祉法人やまゆり福祉会 旅費規程 

 

（総則） 

第１条 社会福祉法人やまゆり福祉会（以下「法人」という。）の業務のため出張する理事長及び

施設長（以下「理事長等」という。）及び障害福祉サービスに係る事業従事職員等（以下「職員」

という。）に対し支給する旅費に関しては、この規程の定めるところによる。 

 

（旅費の支給） 

第２条 理事長等及び職員が法人の業務のため出張（以下「出張」という。）した場合には、旅費

を支給する。 

 

（出張命令） 

第３条 出張は、出張命令権者の発する出張命令により行うものとする。 

２ 理事長及び出張命令権者は、既に発した出張命令を変更又は取消す必要があると認める場合

には、自ら又は出張者の申請に基づきこれを変更することができる。 

 

（旅費の種類） 

第４条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料とする。 

 

（旅費の計算） 

第５条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方

法により出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

 

（出張日数） 

第６条 出張日数は、業務上必要とする日数とする。ただし、天災その他やむを得ない事情によ

り要した日数は加えることができる。 

 

（鉄道賃） 

第７条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下本条中「運賃」という。）、急行料金、

寝台料金、特別車両料金並びに座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額とする。 

⑴ 乗車に要する運賃 

⑵ 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要

する急行料金。ただし、普通急行列車を運行する線路による出張で、片道５０キロメートル

以上の場合、あるいは特別急行列車を運行する線路による出張で、片道１００キロメートル

以上の場合に限る。 

⑶ 業務上の必要により寝台車を利用する場合には、前２号に規定する運賃及び急行料金のほ

か、寝台料金 



⑷ 理事長等が特別車輌料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、前３号

に規定する運賃、料金のほか、特別車輌料金 

⑸ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合は、前各号に規定する運

賃、料金のほか、座席指定料金。ただし、普通急行列車を運行する線路による出張で片道１

００キロメートル以上の場合に限る。 

 

（船賃） 

第８条 船賃額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条中「運

賃」という。）特別船室料金及び寝台料金（これらのものに対する通行税を含む。）並びに座席

指定料金のそれぞれの範囲内の実費額とする。 

⑴ 乗船に要する運賃。ただし、運賃の等級が２階級以上に区分されている船舶による出張の

運賃については、別に定める。 

⑵ 業務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、 

寝台料金 

⑶ 役員及び管理者が運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴する航路による出張を

する場合には、運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金 

⑷ 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による出張をする場合には、前各号に規定する

運賃及び料金のほか座席指定料金 

 

（航空賃） 

第９条 航空賃の額は、普通旅客運賃の範囲内の実費額による。ただし、航空機の利用は、業務

上必要と認められる場合に限る。 

 

（日当） 

第１０条 日当は、出張中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。 

２ 日当の額は、別表１による。 

３ 前項の規定にかかわらず、研修に伴う宿泊出張の場合及び八王子市内の出張において業務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の日当の額は、定額の２分の１に

相当する額とする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、別表２に掲げる鉄道その他の交通機関約１００キロメートル未

満の区域における宿泊を要しない出張の場合は、日当は支給しない。 

 

（宿泊料） 

第１１条 宿泊料は、宿泊費を要する夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。 

２ 宿泊料の額は、別表１による。 

３ 各種業務研修会、講習会等の参加旅費のうち、あらかじめ宿泊料等の額が指定された場合は、

その額を支給する。 

 

（食卓料） 



第１２条 食卓料は、宿泊料を要しないが食費を要する夜数に応じ一夜当たりの定額により支給

する。 

２ 食卓料の額は、別表１による。 

 

（旅費の調整） 

第１３条 出張における特別の事情により又は出張の性質上この規程による旅費を支給した場合

には、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合に

おいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給し

ないことができる。 

２ この規程による旅費により出張をすることが当該出張における特別の事情により又は当該出

張の性質上困難である場合には、理事長が別に定める旅費を支給することができる。 

３ 旅費の請求権は、５年間これを行わない時は、時効により消滅する。 

 

（外国出張旅費） 

第１４条 外国へ出張する場合における旅費については、別に予算の定めるところによる。 

 

（細則） 

第１５条 この規程を施行するための必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行し、同日以降出発する出張から適用する。 

   

   附 則 

 この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２３年７月２１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年９月５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第１０条第２項関係） 

区  分 日 当 宿  泊  料 食卓料（一夜につき） 

理事長及び施設長  ３，０００円  １５，０００円  ２，５００円 

課  長  ２，１００円  １３，５００円  ２，２００円 

上記以外  １，８００円  １２，５００円  １，９００円 

 

別表２（第１０条第４項関係） 

鉄道その他の交通機関約１００キロメートル未満の区域 

東京都 島しよを除く都内の全地域 

神奈川県 
横浜市、川崎市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間

市、綾瀬市、高座郡寒川町、愛甲郡全部、津久井郡全部 

埼玉県 

川越市、川口市、所沢市、飯能市、狭山市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝

霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、鶴ヶ島市、日高市、さいた

ま市、入間郡全部、比企郡小川町、同都幾川村、同玉川村、同鳩山町 

山梨県 都留市、大月市、上野原市 

 


